
デンソー安全衛生協議会　関係各位

　拝啓　清秋の候、会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。　平素は当会の活動に格別のご高配を

賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、10月より税制の見直しにより、インボイス制度（適格請求書保存方式による課税）が開始されることに伴い、

当会においても適格請求書発行事業者の登録をいたしました。

　以下に、その登録番号と当会事業に関する必要事項をご案内申し上げますので、確認をお願いいたします。

　今後とも会員の皆様、関係者の皆様には変わらぬお引き立てをいただけますようお願い申し上げます。

敬具

１．インボイス登録番号は以下のとおりです。

登録番号 T-3700150120549

２．適格請求書保存方式による課税事業

①安全衛生用斡旋物資

※工事看板、腕章、工事用垂幕、安全衛生パトロール用具、テキスト及び参考書等

②全豊田安全衛生教育受講料

※感電防止、高所作業、作業責任者教育、工事責任者教育、その他教育受講料

３．その他

　会員各位からお預かりしている年会費、その他臨時に徴収される会費については消費税不課税になります。

以　上

記
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